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図書館職員の研修と専門職の形成  
れ課題と展望一  

薬袋秀樹．   

多額の予算と事務担当者・講師の多大な労力が投  

入されている。これらの研修にはさまざまな点で  

改善の余地があると思われるが，『図書館雑誌』等  

の誌上では，文科省主催の研修に関する記事や既  

成の研修の改善に関する記事はほとんど見られな  

い。  

（2）地方での研修開講   

ステップアップ研修は集合学習型の研修会で，  

行政研修と異なり，組織上の制約なしに，希望者  

が受講できる点が有意義であるが，地方会員の受  

講は困難である。文科省が主催ないし補助する研  

はじめに  

この数年，日本図書館協会では研修に関する論  

議が盛んである。日本図書館協会研修委員会によ  

る検討1），『図書館雑誌』1997年5月号の特集幻，日  

本図書館協会専門性の確立と強化を目指す研修事  

業検討ワーキンググループによる検討3）などが行  

われてきた。その後，それを受けて，ステップ  

アップ研修が行われている。   

本稿では，筆者のこの間の問題提起4）5）6）を踏ま  

えて，公立図書館職員の研修に対する日本図書館  

協会の取り組みについて，そして，その根本にあ  

る専門職員一般の資格と養成のあり方について考  

察し，現状を打開する方法を提起したい。  

1．研修に対する日本国書館協会の対応   

1996年4月の生涯学習審議会社会教育分科審議  

会の報告「社会教育主事，学芸員及び司書の養成，  

研修等の改善方策について（報告）」7）以後，文科  

省によって公立図書館職員の研修体系が整備さ  

れ，地方自治体主催の研修も増加している。現在，  

文科省によって，①県単位の職員研修への補助，  

②全国を6地区に分けた地区別研修，③図書館司  

書専門講座，④新任図書館長研修（ェル・ネット利  

用）が体系的に行われている。   

日本図書館協会は，文科省の研修に対応する研  

修を意図して，東京でステップアップ研修を実施  

している。日本図書館協会の取り組みの問題点と  

して次の3点を挙げることができる。  

（1）既成研修の改善   

現在，文科乱 県図書館協会，地方自治体等に  

よってさまざまな研修が行われている。これには  

東京以外で受講できるよう配慮  

で受講できるようにするには通  冨慧  
修のうち  

されている  

信手段（エル・ネット等）の活用と地方での開講が  

必要である。しかし，日本図書館協会ではエル・  

ネットに対する関心が低い。また，地方での開催  

は容易ではないと思われる。  

（3）雑誌記事・単行音等の出版・教材作成   

行政研修の最大の問題点は，せっかく研修が行  

われても，仕事の忙しさと予算不足のため，研修  

に参加できる職員が限られていることである。ま  

た，講義概要を配布したとしても，講義で伝達で  

きる知識には限界がある。大量の知識をすべての  

職員に必要なときに正確に伝えるには，雑誌記  

事・単行本等の出版物が効果的である。研修につ  

いては，評価の高い講義について雑誌の原稿を依  

頼する，●講義録を作成する，ビデオ講義録を作成  

すること等が可能である。しかし，この点に関す  

る日本図書館協会の取り組みは十分ではない。   

既成の研修と競合する研修を企画する前に，研  

修情報の提供，既成の研修の改善，専門書・講義  

録・教材等の作成や出版を優先すべきである。   
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（4）日本図書館協会の雑誌編集と出版企画   

自己研修や理論形成が進まない原因の一つとし  

て，『図書館雑誌』と日本図書館協会の出版活動が  

ある。『図書館雑誌』の役割は全国の図書館職員に  

必要な知識や情報を提供することである。しか  

し，同誌の公立図書館関係記事では，依頼原稿の  

執筆者が一部の図書館運動参加者に集中しがちで  

あり，その結果，図書館員の専門性，司書職制度，  

倫理綱領，地方分梅，図書館法改正，公立図書館  

基準，外部情報源の有料制，ベストセラーをめぐ  

る出版界との関係，これらの問題について多様な  

見解を提供することができなかった。特に政策に  

ついて硬直した見解が多かった。多様な見解の多  

くは「投稿フォーラム」などの会員の自主的な投  

稿によって提供されてきたのである。単行青も同  

様である。公立図書館関係では図書館運動参加者  

の著作が出版されることが多い。  

3．専門職の資格と制度  

研修のあり方は専門職員の資格と養成のあり方  

に密接に関係している。第一に，研修は現職者の  

知識や技術の不足を補うためのものであるから，  

現職者が司書有資格者か事務職かによって内容が  

大きく異なってくる。企画に際しては各図書館や  

各県の事情に応じた対応が必要である。第二に，  

研修は現職者の知識や技術の向上のために不可欠  

であるが，専門職が配置されない場合，研修だけ  

で専門的職務に必要な知識や技術を確保すること  

は難しい。研修は専門職員の配置の代わりになる  

ものではない。   

研修に取り組む前提として，専門職員の資格と  

養成に対する長期的視野を確立する必要がある。  

（1）司書の資格と養成   

最初に司書資格について正しい認識を確立する  

必要がある。図書館法が定める司書資格は，法律  

上は公立図書館，私立図書館の専門的職員の資格  

である。これは大学図書館職員，学校図書館職員  

（学校司書），専門図書館職員の資格ではない。だか  

らこそ「児童サービス論」や「生涯学習概論」が  

必修科目になっているのである。   

そのため，これまで大学図書館職員や学校司書  

の法制化が取り組まれてきたが，実現に至らな   

2．研修推進のための基本的課題   

（1）自己研修の重要性の理解と条件整備   

研修に関する根本的な問題は，自己研修の重要  

性が十分理解されていないことである。集合研修  

の前提として，自己研修が行われていなければな  

らない。日常的に，自己研修として主要な雑誌記  

事や単行本に目を通していなければならない。と  

ころが，現状ではこれは十分行われていない。こ  

れは研修における雑誌記事・単行本等の出版物の  

役割が十分理解されていないためである。   

図書館は住民の自己学習の場所であり，資料を  

用いてどのような学習でもできるはずである。必  

要な資料を提供するには，図書館資料の充実と  

ネットワークの整備が必要である。さらに広く学  

習を進めるには，わかりやすく学習しやすい出版  

物とすぐれた参考図書が必要である。   

研修といえば，外部誇師の話を聞くことと考え  

がちであるが，雑誌記事や単行本を読む自己研  

修，そのための資料の充実・整備が必要である。  

（2）研修講師の育成   

研修では，受講者は，講義を聞くだけでなく，  

自分で学習した結果を発表する機会があることが  

望ましい。また，受講者は，自館の研修会や県内  

職員の研修会で報告を行うべきである。これに  

よって，受講者は自館や地元で研修の講師となる  

ための力量を身に付けることができる。県立図書  

館等では研修講師の養成が必要である。特に司書  

は自ら研修の講師を務める覚悟が必要である。   

上記2点に関する認識不足の主な原因は図書館  

職員の自覚の不足にあり，職員の自覚を高めるこ  

とが必要である。  

（3）理論の形成   

研修を効率的に行うには学習すべき理論が確立  

されていなければならない。しかし，公立図書館  

に関しては全般的に理論の形成が遅れている。公  

立図書館関係の雑誌記事や単行本には，図書館運  

動の立場からのものが多く，実証的，理論的な記  

事が少なく，一面的な内容のものが多い。これら  

の記事には，最近，批判が続出しているが，執筆  

者ほ批判に対してほとんど答えていない。これは  

これらの主張が理論的でないことを示している。  
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かった。このように，わが国には，図書館専門職  

貞全体を包括する制度は存在しない。専門職旦の  

制度があるのは図書館職員の一部に過ぎない。   

そして，司書講習や司書課程は図書館法が定め  

た司書を養成するための課程であり，法律上は図  

書館専門職一般の養成の場ではない。ここに二つ  

の問題が生ずる。第一に，司書課程の教員に公共  

図書館の研究者が少ないため，公共図書館職員の  

養成が十分行われていない場合があり得る。第二  

に，司書課程以外の図書館職員養成の場が少ない  

ため，司書課程で，図書館専門職一般や他館種の  

図書館専門職員の養成を目指す傾向がある。これ  

はやむを得ないことであるが，現在の司書科目は  

大学図書館職員，学校図書館職員（学校司書），専  

門図書館職員の養成には適していない。   

これまで，多くの司書講習や司書課程では，ど  

の館種の職員を養成するかが不明確なまま，図書  

館専門職員一般の養成が行われてきたのではない  

かという疑問が生ずる。この点を解決するには，  

各館種の図書館職員のための資格と各館種の特性  

と要求に応じた教育体制の確立が必要である。  

（2）教育水準の向上   

これまで，わが国では，司書資格のための履修  

単位数の不足とそのための教育水準の低さが論じ  

られてきた。この対応策として，わが国の図書館  

学教育では，米国での大学院における専門職旦養  

成がモデルとされ，紹介されてきた。他方，図書  

館職員の側では，主に司書職制度の確立が主張さ  

れ，養成や教育のあり方についてほあまり論じら  

れてこなかった。その結果，大学院での養成だけ  

が論じられてきた。こ・の点に，日米の図書館活動  

の背景にある社会的基盤の相違が表れている。こ  

の点は海外の制度の移入では解決できないと思わ  

れる。  

（3）館種別の専門職資格試験の検討   

この点について，わが国では，近年司書の資格  

試験の必要性が論じられるようになってきた。こ  

れは，従来の米国の大学院の紹介と比べて大きな  

前進である。日本の社会では，一般に専門職資格  

のための選別手段として，学歴よりも国家試験な  

どの資格試験が用いられるからである。   

法律上の資格がない場合は，民間レベルで専門  

職資格を設けることが必要である。この点では，  

専門図書館，病院図書館，大学図書館等で取り組  

みが見られる。専門図書館では専門図書館協議会  

によって「情報管理専門職（仮称）資格検定試  

験」8），病院図書館では近畿病院図書室協議会と病  

院図書室研究会の共同事業として「病院図書館員  

認定資格制度」9）10），大学図書館では大学図書館員  

のためのメーリングリストによって「司書試験  

（資格試験または専門性評価試験）」11）1幻が検討されて  

いる。法律上の規制が緩和され，民間資格の設置  

が自由化の方向に向かっている現在，民間レベル  

の資格は実現の可能性がある。ただし，これらの  

取り組みには図書館情報学教育機関や教育担当者  

の協力が必要であるが，まだその段階には至って  

いないようである。   

これらの取り組みには『図書館雑誌』で報告さ  

れていないものもある。日本図書館協会はこれら  

の取り組みの発想から学び，これらの取り組みに  

協力すべきである。  

（4）教育棟開の取り組み   

大学等の教育機関の側でも，教育水準の向上の  

ための取り組みが見られるようになってきた。こ  

れらは，研修のレベルを超えて職員の能力の向上  

を図るものである。  

①社会人の大学院への受け入れ   

大阪教育大学，図書館情報大学などのいくつか  

の大学院が社会人入試を行い，夜間や土曜日に授  

業を行い，在職のまま大学院に進学できる道を開  

いている。すでに大学図書館職員を中心に多数の  

図書館職員が研究を行っている。これは，図書館  

に関する研究の基盤を広げ，人材を養成するうえ  

で大きな成果を上げつつある。しかし，日本図書  

館協会はそれほど関心を示していない。   

今後，通信教育やインターネットによる遠隔教  

育が行われれば，より多くの図書館職員が進学で  

きるようになるであろう。  

②学力検定試験   

法律学では，2000年度から財団法人日弁連法務  

研究財臥 社団法人商事法務研究会の主催で「法  

学検定試験」が13），経済学では，2001年度から日  

本経済学教育協会によって「経済学検定試験」が  

行われている1d）。これらの試験の目的は，1．全国   
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とが必要である。  

『図書館雑誌』に関しては，これまでのような半  

ば閉ざされた議論を蒐服し，多様な意見の交流を  

図ることが必要である。編集委員会には，日本図  

書館協会や図書館運動に対して批判的な声を排除  

することなく，あらゆる意見に発言の場を保障す  

ることが求められているのである。この点で編集  

委員会の責任はきわめて重大であることを指摘し  

ておきたい。  
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（みない ひでき：図書館情報大学）  

［NDC9：010．7 BSH：研修（図曹館員）］   

統一レベルで学問の実力レベルが判定される，2．  

判定結果を就職試験等に活用できる，3．学習にお  

ける知識習得の目標となる，4．ビジネスマンも知  

識の達成度を確認できる，という点にある。大学  

進学率が高まる中で，わが国の大学では教育や学  

習の目標が不明確であることから，これらの試験  

が設けられたものと考えられる。   

筆者も1999年に図書館情報学に関して「司書の  

専門的知識の自己評価試験」15）を提言した。図書  

館情報学の教育・学習目標を設け，水準を引き上  

げるには，図書館情報学でも学力検定試験が必要  

である。これと（3）で紹介した専門職資格試験とを  

何らかの形で組み合わせることが考えられる。こ  

れが実現すれば，図書館現場と図書館情報学教育  

機関が協力することができる。   

今後は，単なる研修にとどまらず，学力検定試  

験や大学院での研尭による能力の向上をめざすべ  

きである。  

4．日本図書館協会の課題  

日本図書館協会の役員や委員には，日本図書館  

協会は日本の図書館界の唯一のナショナル・セン  

ターであるという考え方16）がある。しかし，日本  

図書館協会の館種別の会員数，役員数を見れば日  

本図書館協会にはすべての館種の声を集約する体  

制や力量がないことは明らかである。   

日本図書館協会は，この30年間公立図書館を中  

心に司書職制慶安求運動を行ってきたが，具体的  

な成果を上げることができなかった。今後は，新  

しい発想と方法で，すべての館種の図書館の専門  

職員の資格・養成・研修に取り組むべきである。   

研修については，まず研修の現状に関する客観  
的な調査や討論を行い，改善すべき点を明らかに  

するべきである。資格と養成については，各館種  

別の取り組みの現状を明らかにし，交流する機会  

を設け，多様な取り組みを集約して，社会的な力  

とし，社会に訴える機会を設けるべきであ．る。   

それには，他館種の図書館職員や関係団体から  

信頼される活動が必要である。これまでの公立図  

書館中心の組織運営を見直すとともに，「すべて  

の館種を支える図書館のナショナル・センター」  

論を克服し，各館種の図書館協会等と協力するこ  
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